
神奈川県司法書士政治連盟規約 

 

第１章  総  則 

（名 称） 

第１条 当連盟は神奈川県司法書士政治連盟（以下「当連盟」という）と称する。 

（事務所） 

第２条 当連盟の事務所は神奈川県司法書士会事務所内に置く。 

（目 的） 

第３条 当連盟は日本司法書士会連合会及び神奈川県司法書士会の目的を達成するため

必要な政治活動を行うことを以って目的とする。 

（事 業） 

第４条 当連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１） 司法書士制度の維持確立及び司法書士の地位向上のための諸施策 

（２） 政治資金規正法に基づく政治活動 

（３） 会員に対する情報の提供 

（４） 全各号のほか会の目的を達成するための事業 

（組 織） 

第５条 当連盟は神奈川県司法書士会の会員をもって組織する。 

２ 当連盟は支部を設けることができる。 

３ 支部規約は支部で定める。但し当連盟の承認を得なければならない。 

 

第２章  機  関 

第１節  役  員 

（役 員） 

第６条 当連盟に次の役員を置く。 

会 長         １名 

副会長        若干名 

幹事長         １名 

副幹事長       若干名 

会計責任者       １名 

監 査         ２名 

２ 会長は役員会の承認を得て、副会長、副幹事長より会長代行、幹事長代理各１名を

指名することができる。 



（役員の職務） 

第７条 会長は、当連盟を代表し当連盟の業務を総理する。 

２ 会長代行は、会長の指示に基づき会長を代理し、会長が欠員のときは次の大会まで

の期間その職務を行う。ただし、会長代行を置かない場合は、会長の指名する副会長

が会長代行の職務を行う。 

３ 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはそ

の職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。 

４ 幹事長は、会長の命を受けて業務を執行する。 

５ 幹事長代理は、幹事長の指示に基づき幹事長を代理し、幹事長が欠員のときは次の

大会までの期間その職務を行う。ただし、幹事長代理を置かない場合は、会長の指名

する副幹事長が幹事長代理の職務を行う。 

６ 副幹事長は、幹事長の定めるところにより、幹事長を補佐し、幹事長に事故がある

ときは、その職務を代理し、幹事長が欠員のときは、その職務を行う。 

７ 会計責任者は、予算、決算並びに政治資金規正法に基づく会計をつかさどる。 

８ 監査は、会の資産及び会計の状況を監査する。 

（役員の選任） 

第８条 役員は会員のうちから大会で選任する。 

２ 会長は副会長及び副幹事長のうち若干名を大会の承認を得て指名できる。 

３ 前２項によらず大会で役員選考委員会を設置し、役員選考委員会が役員を選任する

ことができる。但し、役員選考委員会の委員は大会で選任する。 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は就任後の第２回目の定時大会の終結のとき迄とする。 

２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は他の役員の任期の残存期間と同一とす

る。 

３ 役員が任期満了又は辞任により退任した場合において当該役員の定数を欠くに至っ

たときは、その役員は後任者が就任するまでその職務を行う。 

（役員会の構成） 

第１０条 役員会は会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計責任者をもって構成する。

但し必要があるときは監査、顧問、相談役及び名誉会長の出席を求めることができる。 

（役員会の招集） 

第１１条 会長は必要に応じ役員会を招集する。 

２ 役員会の議長は会長があたる。議事は出席役員の過半数により議決し可否同数のと

きは議長が決する。 

３ 役員会に出席できない役員は他の役員に委任して議決権を行使することができるこ

の場合委任したことを証する書面を提出しなければならない。 



第２節  大  会 

（大 会） 

第１２条 大会は、会の最高機関とし定時大会と臨時大会の２種に分かつ。 

２ 定時大会は毎会計年度終了後４ヶ月以内に、臨時大会は必要がある場合に随時会長

がこれを招集する。 

３ 大会を招集するには会日から２週間前に会員に対して会議の日時、場所及び会議の

目的である事項を記載した通知を発しなければならない。但し、緊急を要するときは、

その期間を短縮することができる。 

第１３条 会長は役員会の決議により又は会員の４分の１以上の者から会議の目的であ

る事項及び招集の理由を記載した書面を提出して大会招集の請求があったときは１ヶ

月以内の日を会日とする大会を招集しなければならない。 

２ 前項の請求のあった日の翌日から３週間以内に会長が総会招集の通知を発しないと

きは前項の請求者が大会を招集することができる。 

（大会の構成員） 

第１４条 大会は会員をもって構成する。 

（大会の議事） 

第１５条 大会の議長はその都度大会で選任する。 

２ 大会の議事は出席者の過半数で決し可否同数のときは議長が決する。 

３ 大会の議事及び運営は議長が当たる。 

（大会の議決事項） 

第１６条 大会は次に掲げる事項を議決する。 

（１） 役員の選任及び解任 

（２） 運動方針の採択 

（３） 規約の改正 

（４） 予算及び決算 

（５） その他会務に関する重要事項 

 

第３節  顧問、名誉会長および相談役 

（顧問、名誉会長および相談役） 

第１７条 当連盟は、顧問、名誉会長および相談役を置くことができる。 

２ 名誉会長は、大会の承認を得て会長が委嘱する。 

３ 顧問および相談役は、役員会の議決を得て会長が委嘱する。但し顧問および相談役

の任期は会長の任期と同一とする。 

 



第４節  委員会 

（委員会） 

第１８条 当連盟の事業を適切にかつ敏速に遂行するためつぎの委員会を置くことがで

きる。 

（１） 政策委員会 

（２） 法規委員会 

（３） 財務委員会 

（４） 組織委員会 

（５） 国会対策委員会 

（６） 選挙対策委員会 

（７） 広報委員会 

（委員会の職務） 

第１９条 前条に定める委員会がそれぞれ次の職務を行う。 

（１） 政策委員会は当連盟の基礎政策を企画立案する。 

（２） 法規委員会は法規の研究、解釈を行ないかつ企画立案する。 

（３） 財務委員会は当連盟の財政の強化にあたる。 

（４） 組織委員会は当連盟の組織を強化するための諸政策をたてかつ是を推進する。 

（５） 国会対策委員会は当連盟の事業完遂のため国会活動の具体策をたてかつこれ 

を実施する。 

（６） 選挙対策委員会は当連盟の選挙対策をたて立候補の推薦につき審査決定し、 

選挙活動を行う。 

（７） 広報委員会は当連盟の目的達成のため内外の情報の入手および広報活動を推 

進する。 

（委員および委員会） 

第２０条 委員は委員会を構成し、委員会には委員長１名、副委員長および委員若干名

を置き、役員会の議決を経て会長が委嘱する。 

２ 役員は会長の命により委員会に参加することができるものとする。 

３ 委員の任期は第６条の役員の任期と同一とする。 

（委員会の運営） 

第２１条 委員長は委員会を招集し、その議長となる。 

２ 副委員長は委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代理し委員長欠員の

ときはその職務を行なう。 

３ 委員会の運営に関する必要な事項は会長が別に定める。 



（特別委員会） 

第２２条 当連盟は必要ある場合には役員会の議決を経て特定の事項を行なうため特別

委員会を設けることができる。 

２ 前項の委員の任期は、所定の目的が達成されたときに終了する。 

 

第３章 会計および事業年度 

（財 政） 

第２３条 当連盟の財政は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。 

２ 会費は１ヶ年金１２，０００円とする。 

３ 年度途中における入退会者の第２３条２項の会費は入退会月をもって月割計算する。 

（予算及び決算） 

第２４条 会長は、定時大会に毎会計年度の決算報告をなし、また予算を提出し、いず

れも承認を受けなければならない。 

２ 会長は、予算の承認を受けるまでは、通常支出すべき経費のみ執行することができ

る。 

（特別積立金） 

第２５条 当連盟は緊急、重要な政治資金の支出に備えるため毎年会計年度の経常収入

の中から、大会の承認を得た額を特別資金として積み立てることができる。 

２ 前項の積立金は特別会計となし、この支出についてはあらかじめ大会の承認を要す

るものとする。但し、緊急やむを得ない場合に限り、役員会の承認をもとにこれをな

し、直近の大会において事後承認を求めるものとする。 

（事業及び会計年度） 

第２６条 当連盟の事業及び会計年度は毎年１月１日に始まり１２月末日に終わる年１

期とする。 

 

第４章  補  足 

（規約の改正） 

第２７条 この規約の改正は大会の承認を経なければならない。 

第２８条 会長は役員会の承認を経て別に慶弔規定を定めることができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

この規約は平成２７年４月３日から施行する。 


